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農村・中山間地域担当

令和３年４月１日に新たに「過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行
されました。これにより、大田原市で３地域（黒羽町、川西村、湯津上村）、那須烏山
市で４地域（境村、七合村2-1、向田村、烏山町）が新たに「一部過疎地域」に指定さ
れ、これにより中山間直払制度の法指定地域になりました。それに伴い、隣接旧市町村
の３地域（金田村、親園村、荒川村）も「知事特認地域」に指定されました。
詳しくは、別添の「中山間地域等直接支払交付金の概要」をご覧ください。

塩谷町の農業者で構成する塩谷町中山間地域活性化協議
会と町、県は８月３日に同町で省力化機械の実演会を開催
し、同地域の関係者ら約50人が参加しました。省力化機械
の導入を促進し、農地の保全につなげるのが狙いです。
実演会では、乗用型や斜面用等の草刈機が会場に並び、

各メーカー担当者が特徴や操作方法を説明し、実際に操作
して使い勝手を確かめました。その他、ドローンのデモ飛
行を行い、上空から撮影した画像を使用した生育診断の方
法が紹介されました。同協議会では、中山間直払制度の生
産性向上加算を活用し、今年度中に草刈機等を導入する予
定です。

塩谷町で農地の保全の省力化に向けた機械の実演会が開催
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中山間地域で行われている取組を紹介します

令和３（2021）年７月10日に茂木町の花の山で、
とちぎ夢大地応援団活動を実施しました。

27名の会員の方に御参加いただき、関係者を
含め総勢41名でリコリス（彼岸花の一種）の球根
を約2,000球植付けました。

非常に暑い１日でしたが、適度に休憩を挟みな
がら、熱心に作業に取り組んでいただきました。
秋には色とりどりの花を咲かせ、訪れる人の目
を楽しませていたようです。

●実施事業：令和３(2021)年度とちぎ夢大地応援団推進事業

今後もみなさんに地域の情報を提供していきます。
御意見、御感想をお寄せ下さい。
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夢大地応援団活動を実施しました！

～７月１０日・茂木町花の山～

県では、中山間地域における拠点施設等の活
性化を図るため、中山間地域人材養成実践講座
を毎年開講しています。

今年度は広報と販売の２つの講座を開講し、広
報活動プロ養成講座では、動画製作のノウハウ
について学び、実際に動画を制作しました。

農産物販売プロ養成講座では、接客やＰＯＰ、
店づくり及びレシピ制作について実践的に学び、
販売手法の更なるスキルアップを目指しました。

●実施事業：令和３(2021)年度中山間地域人材養成実践講座

とちぎの「農村」と「人」のご縁を結ぶサイト「ＴＵＮＡＧＵ」ＯＰＥＮ

県では、令和3(2021)年10月22日にとちぎの「農村」と
「人」の「ご縁」をつなぐマッチングサイト「ＴＵＮＡＧＵ」を
開設しました。

「ＴＵＮＡＧＵ」では、とちぎの「農村」と農村や地域貢献
に興味がある「人」をマッチングするほか、中山間地域
の魅力を随時発信しています。

「ＴＵＮＡＧＵ」で農村地域を守る活動（クエスト）に参加
したい方、メールマガジンで最新情報を受け取りたい方
などは、ぜひ会員登録をお願いします。

また、「ＴＵＮＡＧＵ」を利用して、地域の保全活動等を
手伝ってくれる仲間を募集したい地域団体の方、「ＴＵＮ
ＡＧＵ」についてご不明点等ある方、その他地域の保全
活動等でお悩みの方は、ぜひ農村振興課までお問合
せください。

ＴＵＮＡＧＵにはここからアクセス
https://tochigi-tunagu.jp/

中山間地域人材養成実践講座を開催

～効果的な情報発信と販売手法を学ぶ～

●実施事業：令和３(2021)年度農村ファン活躍支援モデル事業

冒険の入口
はこちら！


